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　総務省は2022年12月23日付で、各共済組合あてに「地方公務員等共済組合法運用方針の
一部改正について」（通知）を発出しました。
 
　2022年10月から一定の要件を満たす短時間労働者に短期給付が適用されましたが、被扶
養者の認定にあたり、共済制度と健康保険制度では被扶養者と認定する者の所得要件が異
なっていたため、地方公務員等共済組合法運用方針の一部を改正して、民間の健康保険制
度の所得要件と合わせることになりました。
 
 

添付ファイル　：
運用方針_改正表.pdf
改正通知（各共済組合・連合会）.pdf
概要（運用方針）.pdf


